
 幸手駅前交番 
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  〇自転車盗・・・・・２件 
 〇器物損壊・・・・・１件 
 〇自動車盗・・・・・１件 
 ○さい銭盗・・・・・１件 
 ○住居侵入・・・・・１件 
 〇その他窃盗・・・・１件 
  

  

 

 
 

◯保護者の方へ 

 お子さんを犯罪から守るためには、日常 

 生活の中で防犯指導が必要です。「自分の 

 命は自分で守らなくてはならない」とい 

 うことを、具体的に繰り返し教えて下さ 

 い。 

① ひとりにならない。 

② 知らない人についていかない。 

⓷ おおきな声でたすけをよぶ。 

④ だれとどこで何時まであそぶか 

   家の人に話す。 

 

  
 

  

 
 

受付期間 3月１日（金）午前 9時～ 

     4月１2日（金）午後 5時 

試験日 第 1次試験 5月 12日（日） 

☆詳しくは埼玉県警察ホーム 

 ページで確認下さい。 

※お問合せ先 

 幸手警察署 

 【4080‐42‐0110】 

  

       
 

   

 
 

 

令和６年４月６日～１５日までの間 

埼玉県重点 

●自転車乗用時のヘルメット着用促進。 

●横断歩道における歩行者優先の徹底。 
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〇在宅時でも留守番電話設定にしておく 

 〇自動通話録音の活用 

 〇ナンバーディスプレイを活用 

 


